
自転車の安全利用について

令 和 ４ 年 1 1 月
警 察 庁 交 通 局
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＜本日の説明内容＞

１． 交通死亡事故の発生状況について

２． 自転車事故の発生状況について

３． 自転車の安全利用のための取組について

（１） 交通ルール等の周知・安全教育の推進

（２） 自転車利用者に対する指導・取締り

（３） 自転車通行空間の整備
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１．交通死亡事故の発生状況について
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交通事故死者数の推移
（昭和23年～令和３年）

（注） ・ 昭和46年以前は沖縄県を含まない。

（年）

１－１ 交通事故死者数の推移（昭和23年～令和３年）

3

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

昭23 25 30 35 40 45 50 55 60 平元 5 10 15 20 25 30 令3

昭和24年死者数
3,790人

昭和45年死者数
16,765人

平成４年死者数
11,452人

第
一
次
交
通
戦
争

第
二
次
交
通
戦
争

令和３年死者数
2,636人

昭和54年死者数
8,466 人

（人）



（注） ・ 算出に用いた人口は、各年の前年の人口であり、総務省統計資料「人口推計」（各年10
月１日現在の人口（補間補正を行っていないもの）による。

交通事故死者数の推移
（人）

１－２ 交通事故死者数の推移

交通事故死者数の推移（人口10万人当たり）
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国別状態別30日以内死者数の構成率比較（2020年）

（人）

（人） 状態別死者数の推移

（注） ・ （ ）内は全死者数に占める構成率
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２．自転車事故の発生状況について
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自転車関連死亡・重傷事故件数の推移

２－１ 自転車関連死亡・重傷事故件数の推移

（注）・自転車乗用者が第１又は第２当事者となった事故の件数であり、同じ条件の自転車乗用者の相互事故は１件とし、
第１当事者の件数を計上した。以下同じ。

図 自転車関連死亡・重傷事故（第１・第２当事者）件数の推移
（平成23年～令和３年）

図 自転車関連死亡事故（第１・第２当事者）件数の推移
（平成23年～令和３年）

自転車関連死亡事故件数の推移

6

11,880 
11,248 

10,540 10,261 
9,469 

8,877 9,107 8,660 8,283 
7,273 7,333 

4,132 4,036 3,912 3,819 3,767 3,633 3,519 3,387 3,247 2,917 2,728 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

65歳以上

全 体

（件）

644 

566 
604 

542 
577 

509 
479 454 436 419 

367 380 362 378 
345 

372 
342 323 

293 299 294 
248 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

65歳以上

全 体

（件）

H23比較
全  体 11,880 11,248 10,540 10,261 9,469 8,877 9,107 8,660 8,283 7,273 7,333 0.62
65歳以上 4,132 4,036 3,912 3,819 3,767 3,633 3,519 3,387 3,247 2,917 2,728 0.66
全  体 644 566 604 542 577 509 479 454 436 419 367 0.57
65歳以上 380 362 378 345 372 342 323 293 299 294 248 0.65

死亡重傷事故

うち死亡事故

H23 H24 H25 R2 R3H26 H27 H28 H29 H30 R元



事故類型別「自転車対自動車」
死亡・重傷事故件数

２－２ 相手当事者別件数、事故類型別「自転車対自動車」事故件数

相手当事者別自転車関連
死亡・重傷事故件数

図 相手当事者別自転車関連死亡・重傷事故（第１・第２当事者）件数
（平成29年～令和３年合計）

図 事故類型別「自転車対自動車」死亡・重傷事故（第１・第２当事者）
件数（平成29年～令和３年合計）
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２－３ 児童・生徒の自転車関連死亡・重傷事故件数の推移

児童・生徒の自転車関連死亡・重傷
事故件数の推移

図 児童・生徒の自転車関連死亡・重傷事故（第１・第２当事者）件数
の推移（平成23年～令和３年）

図 児童・生徒の自転車関連死亡事故（第１・第２当事者）件数
の推移（平成23年～令和３年）

児童・生徒の自転車関連死亡事故件数の推移
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２－４ 時間帯別自転車関連死亡・重傷事故件数

時間帯別自転車関連死亡・重傷事故件数

図 時間帯別自転車関連死亡・重傷事故（第１・第２当事者）件数（平成29年～令和３年合計）
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通行目的別自転車関連死亡・重傷事故件数

２－５ 通行目的別自転車関連死亡・重傷事故件数

図 通行目的別自転車関連死亡・重傷事故（第１・第２当事者）件数（平成29年～令和３年合計）
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自転車乗用中死者・負傷者の
人身損傷主部位比較

２－６ 自転車乗用中死者・負傷者の人身損傷主部位、ヘルメット着用状況別の人身損傷主部位

ヘルメット着用状況別自転車乗用中死者の
人身損傷主部位比較

図 自転車乗用中死者・負傷者の人身損傷主部位比較
（平成29年～令和３年合計）

図 ヘルメット着用状況別自転車乗用中死者の人身損傷主部位比較
（平成29年～令和３年合計)

注・ 「人身損傷主部位」とは、損傷程度が最も重い部位（死亡の場合は致命傷の
部位）をいう。

・ 「その他」とは、顔部、腹部等をいう。

注・ 「着用不明」は除く。
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２－７ 自転車乗用中死傷者のヘルメット着用者率の推移、ヘルメット着用状況別の致死率

ヘルメット着用状況別の致死率

図 自転車乗用中死傷者のヘルメット着用者率の推移
（平成23年～令和３年）

注・ 「致死率」とは、死傷者のうち死者の占める割合をいう。

図 自転車乗用中のヘルメット着用状況別の致死率比較
（平成24年～令和３年合計)

ヘルメット着用者率（死傷者）の推移
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自転車関連死亡・重傷事故における自転車運転者の
法令違反なし構成率の推移

２－８ 自転車関連死亡・重傷事故における自転車運転者の法令違反なし構成率の推移等

図 自転車関連死亡・重傷事故における自転車運転者（第１・第２当事者）の法令
違反なし構成率の推移（平成23年～令和３年）

図 自転車関連死亡・重傷事故における自転車運転者（第１・第２当事
者）の法令違反件数（平成29年～令和３年合計）

自転車関連死亡・重傷事故における
自転車運転者の法令違反状況

注・ 法令違反件数は第１・第２当事者の合計である。
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30件

2％

64件

3.5％

139件

3.8％

信号

無視

620件

3.7％

225件

15.3％

240件

13％

479件

13.1％

一時不

停止

1,025件

6.2％

249件

16.9％

216件

11.7％

407件

11.1％

交差点安

全進行

1,757件

10.6％

371件

25.2％

401件

21.7％

823件

22.5％

安全不確認

4,047件

24.4％

53件

3.6％

68件

3.7％

72件

2％

操作不適

1,200件

7.2％

86件

5.8％

247件

13.4％

584件

16％

その他の

安全運転

義務違反

1,703件

10.3％

188件

12.8％

219件

11.9％

379件

10.4％

その他

1,455件

8.8％

272件

18.5％

389件

21.1％

768件

21％

違反なし

4,802件

28.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中学生

高校生

高齢者

信号無視 一時不停止

交差点安全進行 安全不確認

操作不適 その他の安全運転義務違反

その他 違反なし

安全運転義務違反

（16,609件）

（3,651件）

（1,844件）

（1,474件）



「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷
事故における自転車運転者の年齢層別件数

２－９ 「自転車対歩行者」事故の年齢層別衝突地点別件数

「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷
事故における衝突地点別件数

図 「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷事故における自転車運
転者（第１・第２当事者）の年齢層別件数（平成29年～令和３年合計）

注・「路側帯」とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設
けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側寄りに、道路標示
（白線）によって区画された部分をいう。

・「非分離道路」とは、中央線等により道路の中央が定められていない道路をいう。
・「第一通行帯」とは、中央線等により車両通行帯の設けられている道路の最も左側
の通行帯をいう。

図 「自転車対歩行者」事故（自転車第１・第２当事者）のうち歩行者死亡・重
傷事故における衝突地点別件数（平成29年～令和３年合計）

14

9歳以下

24件

1.5%

10～19歳

544件

34.3%

20～29歳

272件

17.1%

30～39歳

198件

12.5%

40～64歳

355件

22.4%

65歳以上

194件

12.2%

中学生 135人（8.5%）
高校生 291人（18.3%）

合計1,587件

9歳以下

103件

6.5%

10～19歳

29件

1.8% 20～29歳

31件

2.0%

30～39歳

51件

3.2%
40～64歳

420件

26.5%

65歳以上

953件

60.1%

（参考）「自転車対歩行者」事故のうち歩行者死亡・重傷事故

における歩行者の年齢層別件数（平成29年～令和３年合計）

合計1,587件

歩道

635件

40.0%

路側帯

97件

6.1%

非分離道路

206件

13.0%

第一通行帯等

192件

12.1%

交差点内

363件

22.9%

その他

94件

5.9%

合計1,587件



３．自転車の安全利用に関する警察の取組について
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３ 良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の更なる推進

◆ 現状
・ 国民のライフスタイルの変化等に伴い、自転車利用のニーズが高まる一方、交通ルールを無視する自転車利用者

に多数の批判
・ 交通事故件数が減少傾向にある中で、自転車対歩行者事故は横ばいで推移
・ 自転車対自動車の死亡・重傷事故の約７割には自転車側にも法令違反
・ 新たな電動モビリティとの共存を図るためにも、自転車の交通秩序の整序化が必要

良好な自転車交通秩序を実現させるための総合対策

・ 自転車対歩行者事故の状況等を踏まえ、自転車交通秩序の実現が必要な地区・路線等を「重点地区等」に選定し、公表

・ 重点地区等では自転車通行空間の優先的な整備のほか、啓発活動・指導取締りを集中的かつ重点的に実施

① 自転車通行空間の整備

・ 普通自転車専用通行帯等の整備

・ 普通自転車歩道通行可規制の

見直し（車道における自転車の

通行位置を示す法定外表示の設置）

・ 自転車に係る交通規制の見直し

（自転車横断帯の撤去等） 等

② 交通安全教育・広報啓発の推進

・ ｢自転車安全利用五則」の周知

・ 年齢等に応じた交通安全教育の推進

・ 全年齢層に対するヘルメット着用の

推奨

・ 配達関連事業者及び自転車関連

事業者への働き掛け 等

③ 指導取締りの強化
・ 実効性のある指導警告
・ 悪質・危険な交通違反に対する

取締りの強化
・ 自転車運転者講習制度の着実な

運用
・ 交通ボランティア等と連携した

街頭活動 等

以下の３つの対策を有機的に連携させて推進
自転車利用者の交通ルール遵守が徹底されない背景には、

断片的な自転車通行空間と利用者側の低い遵法意識

・ 警察庁に自転車等総合対策検討委員会を設置し、各都道府県警察における効果的な自転車対策の推進の支援
のほか、自転車や新たな電動モビリティの交通ルールの在り方について検討

・ 各都道府県警察においても、所要の体制を整備し、必要な対策を推進

自転車指導啓発重点地区・路線での活動

推進体制の整備

16



３－１－１ 交通ルール等の周知・安全教育の推進

○ 自転車安全教育の推進

警察及び地方公共団体等関係機関が連携し、
街頭での安全指導のほか、自転車シミュレーター
の活用等による参加・体験・実践型の自転車教室
を開催するなど、教育内容の充実を図っている。

○ 自転車の安全利用に関する広報啓発

（安全教育の事例） 17

全国交通安全運動における
運動の重点として、自転車の
安全利用を盛り込むなど、国
民に対する広報啓発に努めて
いる。



３－１－２ 交通ルール等の周知・安全教育の推進（各自治体の取組）

○ その他各自治体の取組

一部の自治体では、「自転車の安全で適正な利用の促進に
関する条例」等を制定し、

・乗車用ヘルメットの着用

・自転車損害賠償責任保険等への加入

の義務付けや努力義務を規定している。

18



３－２－１ 自転車利用者への指導・取締りの推進

19

○ 自転車利用者に対する指導・取締り件数

警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車
利用者の信号無視、遮断踏切立入り等の違反に対し、約131万件
の指導・警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対して
は約２万２千件の検挙措置を講ずるなど、厳正に対処している。

○自転車利用者に対する指導・取締り状況（令和３年）

取締り
件数

指導警告
信号無視 通行禁止

遮断踏切
立入り

指定場所
一時不停止

制動装置
不良

酒酔い その他

10,978件 658件 4,383件 2,595件 325件 103件 2,864件 21,906件 1,312,438件



３－２－２ 自転車利用者への指導・取締りの推進（自転車運転者講習制度）

20



３－２－３ 自転車利用者への指導・取締りの推進（自転車運転者講習制度）

自転車運転者が危険行為をくり返す
● ３年以内に２回以上

交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が
自転車運転者に講習を受けるように命令

【受講命令】

講習の受講
● 講習時間：３時間
● 講習手数料：６，０００円（標準額）

１

２

３

受講命令違反

⇒ ５万円以下の罰金

３か月以内に受講しなかった場合

21



0.75m以上

３－３－１ 自転車通行空間の整備

○ 国土交通省等とも連携し、歩行者・自転車・自動車等が適切に分離
された自転車通行空間の整備を推進。特に警察においては、車線の
活用等を行って普通自転車専用通行帯の整備を推進。

22

【自転車通行空間のイメージ】

＜自転車道＞ ＜普通自転車専用通行帯＞

＜車道混在＞ ＜車道混在とする場合に併用する路面表示の標準仕様＞

＜ピクトグラム＞＜矢羽根＞

〔色彩〕
青系色

幅＝0.75m以上

長さ
=1.50m

以上

角度＝1:1:6
〔色彩〕
白系色



（ｋｍ）

自転車専用
道路

自転車道
普通自転車
専用通行帯

車道混在

76 163 560 2,800

３－３－２ 自転車通行空間の整備

（参考）自転車通行空間の整備状況

23

＜歩行者、自転車及び自動車が分離された自転車通行空間の整備状況＞

【出典：国土交通省道路局・警察庁交通局調べ（令和２年度末）】



【事例紹介①－１】 高校生のヘルメット着用促進に関する取組状況 （大分県）

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

自転車利用者は、自らの安全を確保するため、利用する自転車の種類、時間帯、利用方法等に
応じ、反射材及び交通事故の被害を軽減するための器具の使用その他の安全上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。

自転車を利用して通学する児童、生徒又は学生（高等専門学校の第三学年まで）は、乗車用ヘル
メットを着用するよう努めるものとする。

学校の長は、在学する児童、生徒又は学生に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の安全上の措
置に関する指導を行うよう努めるものとする。

保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、反射材及び交通事故の被害を軽
減するための器具の使用その他の安全上の措置に関する指導を行うよう努めるものとする。

目的： 自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心 して暮らす
ことができる地域社会を実現する

自転車の安全で適正な利用を促進するため、県民総ぐるみによる安全教育等の実施
自転車の利用に係る交通事故防止・被害軽減対策
自転車による交通事故被害者保護対策

条例のポイント

第12条 「自転車利用時の安全上の措置」

※令和２年12月公布
令和３年４月施行

条例制定前、県教育庁において、２ケ年約760万円の事業費で県立高校の生徒1,380名を対象に大
規模な「自転車通学生ヘルメット着用モニター事業」を推進、アンケートを行い条例制定の気運を高
めるとともに、高校生の着用率向上に寄与した。

参考

24



25

県警の取組

県の取組

○ 自転車指導カードによる指導・警告
自転車指導カードに「ヘルメット着用義務違反（通学時に限る）」を追加
自転車指導啓発重点地区・路線を重点とした指導
教育庁に対する高校別違反別指導件数の通知

○ 高校生を巻き込んだ施策の実施
横断幕の作成、ヘルメット着用呼びかけ、広報動画の作成

○ 「ヘルメット着用を自転車通学の許
可要件」とする通知文の発出

○ 教員による学校周辺におけるヘル
メット着用状況の確認・指導

○ 県警から通知された高校別違反別
指導件数による高校別指導

○ 教育庁によるヘルメット着用率調
査（令和４年４月 着用率86.1％）

効果（ヘルメット着用率の推移）

25.0

41.7

57.3

5.3

26.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

H29 H30 R元 R2 R3

小学生 中学生 高校生

高齢者 全体

(％)

【事例紹介①－２】 高校生のヘルメット着用促進に関する取組状況 （大分県）
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【参考】 道路交通法の一部を改正する法律（概要・抜粋）

・ 頭部受傷の交通事故において、ヘルメット着用による被害軽減効果は、統計上明らかであり、世代を問わず、

着用が望ましい。

・ 小・中学生のヘルメット着用は徐々に進んでいるが、その他の年代では着用が浸透していない。

・ 第11次「交通安全基本計画」において、全ての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメット着用を推奨

・ 性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度の電動キックボード等について、

自転車と同様の交通ルールを新たに定める。

・ 最高速度：一般的な自転車利用者の

速度 （検討中）

・ 車体の大きさ： 長さ190㎝×幅60㎝

※ 普通自転車相当

(1) 最高速度、車体の大きさ等 (2) 運転することができる者

(3) 通行場所 (4) 乗車用ヘルメット

・ 年齢制限（16歳未満の者は運転を禁止）、
運転免許は不要

・ 販売やシェアリング事業を行う者に対し、
交通安全教育を行う努力義務を課す

・ 車道、普通自転車専用通行帯、自転車道を通行

※ 最高速度の制御（６㎞/h）とそれに連動する表示をした場合

には、例外的に歩道（自転車歩道通行可の歩道のみ）等の

通行可

・ 全ての年齢層で、着用は努力義務

現在は、
原動機付自転車

に該当し、

原付以上の免許
が必要

(5) 違反者に対する措置

・ 交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする
・ 悪質・危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講

を命令（命令違反には罰則）

全ての年齢層に対する自転車乗用時のヘルメット着用の努力義務化

新たな交通ルール（特定小型原動機付自転車）

（施行日：公布日から１年以内の政令で定める日）

（施行日：公布日から２年以内の政令で定める日）

○ 全ての年齢層に対する自転車乗用時の乗車用ヘルメット着用の努力義務化

令和４年４月27日公布

26



27


